
  
１ 概 要 

  原油価格や物価の高騰による影響を受ける市内事業者に対し、支援金を給付し事業継続を

支援します。 

２ 給付対象者 

  令和６年４月以前から継続して事業を行っており、今後も事業を継続していく意思がある

方とします。また、法人は直近の事業年分の確定申告を、個人は令和６年分の確定申告を行

っており、水道光熱費及び燃料費を事業経費として計上している方が対象となります。 

（１） 中小企業者又は個人事業主 

（２） 農業者 

（３） 漁業者 

 ※ただし、次の方は対象外となります。 

●社会福祉法人 

●令和６年度の補正予算を活用して広島県が実施する医療機関に対する電力等価格高騰対

策に関する支援金の給付の決定を受けた方 

３ 対象経費 

  市内にある事業所又は店舗において、法人は直近の事業年分、個人事業主は令和６年１月から

１２月までの１年間の確定申告書等に記載している水道光熱費及び燃料費 

４ 給付額 

  対象経費の合計額に２０分の１を乗じて得た額（１，０００円未満切り捨て）であって、 

１，０００円以上５万円以下の範囲内で給付します。 

５ 申請期間 

  令和７年３月２８日（金）から令和７年５月３０日（金） 

６ 申請先（事務局へ郵送） 

  竹原市中小企業者等燃料費等高騰対策支援金事務局 ☎0846-21-8008 

（〒725-8666 竹原市中央五丁目６番２８号 竹原市役所１階 相談室４） 

 

  ※申請についての詳細はチラシをご確認ください 
 

問い合わせ 

 企画部 産業振興課 商工観光振興係 担当：杉本・中原 

 ＴＥＬ0846-22-7745 ＦＡＸ0846-22-1113 

元気と笑顔が織り成す 暮らし誇らし、竹原市。 
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